
 

令和６年度 第３８回熊本県子ども会連合会 

ビーチボールバレー大会（女子の部・混合の部） 開催要項 

 

１．趣 旨 

熊本県内の子ども会会員が集まり、ビーチボールバレーの試合を通じて明るく、たくましい精神を

養うとともに、子ども会相互の親睦を深め、青少年の健全育成に寄与する。 

 

２．主 催 

熊本県子ども会連合会 

 

３．主 管 

人吉市子ども会育成連絡協議会 

 

４．協 力 

人吉市ビーチボールバレー協会  

 

５．後 援（予定） 

熊本県教育委員会、人吉市教育委員会 

熊本日日新聞社、ＲＫＫ、ＴＫＵ、ＫＫＴ、ＫＡＢ 

 

６．期 日 

令和６年８月１８日（日） ※ 雨天決行 

   

７．大会日程 

（１）受  付  午前８時３０分（人吉スポーツパレス） 

（２）監督会議  午前９時００分（    〃     ） 

（３）抽 選 会  午前９時１０分（    〃     ） 

（４）開 会 式  午前９時３０分（    〃     ） 

（５）試合開始  開会式終了後 

（６）表 彰 式  競技終了後 

 

８．会 場 

人吉スポーツパレス（人吉市下城本町１５６６－１） 

 

９．参加資格 

（１）熊本県子ども会連合会に登録している小学生。 

（２）各郡市または各市町村子ども会代表チームとする。 

（３）出場するチームは、各郡市及び市町村子連に一任する。 

  （４）その他、熊本県子ども会連合会長が認めたチーム 

 

１０．チーム編成 

（１）監督１名、コーチ１名、選手８名以内（小学生女子をもって構成する。） 合計１０名以内 

（２）混合の部では、コート内でプレーできる男子の人数は２人以下とする。 

 

 

 



 

 

１１．試合方法および試合規則 

（１）熊本県子ども会連合会ビーチボールバレールールおよび本大会要項による。 

（２）２パートに分け、１チームが２試合を戦う予選リーグを行い、各パート上位２チームによる

決勝トーナメントを行う。 

予選リーグ・決勝トーナメントともに、３セットマッチで行い、２セットを先取したチーム

を勝者とする。デュースはなしとする。ただし、出場チーム数によっては変更する場合があ

る。 

（３）予選パートの順位は次の順で決定する。 

① 勝率 

② 得セット率（得セット数の合計÷総セット数） 

③ 得点率（総得点÷総失点） 

但し、①から③が同じ場合は、代表５名による抽選とする。 

（４）３位決定戦は行う。 

（５）監督とコーチは、大会主管が用意した腕章をつけること。 

 

１２．組合せおよび抽選方法 

（１）組合せについては、当日の午前９時１０分に人吉スポーツパレスにおいて抽選決定する。 

（２）抽選は２チーム以上出場する郡市子連（県子連理事会が認めたチーム）が１回戦から対戦す

ることを避けるため、最初に当該郡市子連チームが抽選を行い、その後各チームの抽選を行

う。 

 

１３．申込方法および提出先 

（１）別紙申込書に記入し、８月２日（金）までに各郡市子連会長を通じて下記まで申込みするこ

と。申込みが遅れる場合は必ず出場の可否を連絡すること。 

（２）出場申込には、必ず連絡先を明記すること。（宿泊先を含む。） 

【提出先】 

〒８６８－８６０１ 人吉市西間下町７番地１ 

人吉市子ども会育成連絡協議会事務局（人吉市教育委員会 社会教育課内） 

ＴＥＬ：（０９６６）２２－７０２８ 

ＦＡＸ：（０９６６）２２－７０１９ 

E-mail：hito-kodomokai@hitoyoshi.kumamoto.jp 

     （官公庁用）syakaikyouiku@city.hitoyoshi.lg.jp 

 

１４．表 彰 

優 勝  優勝旗・賞状・メダル（８名分） 

準優勝  賞状・メダル（８名分） 

三 位  賞状・メダル（８名分） 

  ※混合の部については、賞状・メダルのみで優勝旗はありません。 

 

 

15． 熱中症対策について 

  （１）熱中症対策については、早めに水分補給をするなど、各チームにおいて十分に対策をお願 

いします。 
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16．その他 

（１）選手の移動等については、各チームで責任をもって行うこと。 

（２）大会参加中の事故については、全国子ども会安全共済会の補償の範囲内で行う。 

（３）監督、コーチ、選手および応援者等が、次のようなスポーツマンシップに違反した場合は、

審判員は違反した個人またはチームを退場させることができる。 

① 判定に影響を及ぼすような言動、行為および選手の品位を損なうような言動等の行為が、

審判員の注意後にも行われた場合。 

② 口論や名誉を傷つける言動および判定を不満とする反抗的態度を示したとき。 

③ その他、審判員がスポーツマンシップに欠けると判断したとき。 

（４）競技中の応援は、競技進行への影響を考慮し、体育館２階観覧席のみとします。 

  （５）靴は、体育館玄関には置かず、必ず靴入れ（シューズケース、ビニール袋など）を持参し、

各チームで保管すること。 

（６）ごみ等は、必ず持ち帰ること。 

（７）施設敷地内は禁煙のため、喫煙は敷地外で行うこと。 


